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1は じ め に

義太夫節は、近世の各種の浄瑠璃のなかでは、最 も語 り物的性格が強いといわれている。

確かに、豊後系浄瑠璃は通常三人の語 り手で分担 して語るのに対 して、義太夫節は 「景事」

や 「道行」を除いて、「段物」は叙事的な詞章を語 り手である 「太夫」が一人で語るという芸

能形態を とるところは、語 り物音楽の原則 に則 していると考 えられる。 しかし、典型的語 り

物音楽である平曲に比べると、人形芝居の音楽で もある義太夫節は、近世の一般市民を対象

とした劇の音楽 としての側面 も合わせ持 っている。 また、同じ劇音楽 としての性格をもつ能

と比較す ると、能には役割分担があること、さらに役割分担があってもその役割 ごとの写実

的劇的な声の表現 をしないこと、能には伴奏楽器に旋律楽器がないこと、 また能 は武家の保

護の下にあったため、興行的制約がなかったことなどが、義太夫節 と大 きく異なる点である。

この ように、義太夫節は、中世起源の語 り物や、近世 の他の浄瑠璃 とも異なる独自の様相

をもっている。 この小論ではまず、横道萬里雄が提唱した 「語 り物の分節法」に基づき、義

太夫節の劇的構成 と音楽構成について考察する。次 に、義太夫節において、その 「語 り物」

としての旋律様式 とは何かを考 える。語 り物の旋律様式の基準 については、平野健次が提唱

した 厂吟誦 ・朗誦 ・詠唱」 という概念を検討し、それが義太夫節の音楽様式にどう対応する

のかを明確にしてい く。さらに、義太夫節の音楽構成 とその音楽様式について、〈封印切の段〉

を例にして考察する。 この小論では、横道および平野の概念 を基準 とすることによって、他

の語 り物 との構造的な相違や義太夫:節の音楽の独 自性 を多少なりともクローズア ップす るこ

とを目的 としている。

浄瑠璃の研究は、明治以後近松浄瑠璃の翻刻 という形で、国文学の研究対象として始 まっ

た。内山美樹子によると、近松の世話物 は自然主義的合理性 を重視する近代的評価に合致 し
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高い評価を受 けた一方で、近松以後の浄瑠璃最盛期の特 に時代物作品は、文楽の中心的演 目

であるにもかかわ らず、近松浄瑠璃よ りも一一段低 いもの という評価が行われてきた(内 山

1991=561-562)と いう。 この浄瑠璃 という用語を用いる時は、主に文学・演劇畑の研究者が文

芸の面か らその詞章 ・節章を扱 うという場合が多い。音楽学の研究対象 として扱 う際は、義

太夫節 とい うのが一般的であるので、本論はそれに従 う。音楽面からの研究 も、主 として文

学畑の研究者がスター トさせた もので、初演時の 「丸本」を対象 とした 「曲節」研究1と して、

もっぱら記 された楽譜 としての節章 と文字テクス トとしての詞章を中心にしたものであっ

た。太夫の 「床本」を底本に翻刻することによって、浄瑠璃が文字テクス トに固定されたも

のではなく、実際に舞台で上演 されるものという視点 を初 めて提示 したのも、やはり祐田善

雄 という文学畑の研究者であった。したがって音楽的研究においても、研究者 は、文学 ・演

劇の研究者が用いてきた、「曲節」「文字譜」な どの用語 を踏襲 していることが多い。本論で

は、「曲節」は平曲における用語 との意味上の齟齬 を避 けるため、「音楽」とい うことにする。

また、「文字譜」 とい う用語 は、「譜字」による楽譜 という誤解を生じる場合があるので、伝

統的用語である 「節章」を用いた。

2義 太 夫 節 の 劇 構 成 と音 楽 構 成

2.1劇 の 構 成

演 目の構成

江戸時代以前の物語の世界 に題材をとった浄瑠璃 を 「時代物」 というが、時代物 は原則 と

して五段で構成されている。それに対 して、江戸時代の市井の事件を脚色 した ものを 厂世話

物」といい、上中下の三巻が原則である。そして、「道行」は時代物では四段 目の冒頭に、世

話物は下巻 に置かれることが多い。一方、「景事」は、もともとは、道行 と区別 されておらず、

道行の叙景的部分や名所づ くしなどの詞章で、人形が舞踊的所作をす る部分をさして景色事

と呼んだところから来た ものであった。現在は一幕物の舞踊劇 を景事 といい、能狂言か ら題

材をとった ものや、常磐津など他の三味線音楽の舞踊曲を義太夫化 したものなど内容は様々

である。道行や景事 は音楽的、舞踊的場面で、演奏 も何人かの太夫 ・三味線による掛け合い

で行われるので、普通の浄瑠璃 を 「段物」 というのに対 して、「節事」 ということもある。

段

浄瑠璃において 「段」 という用語はその成立時点か ら用いられた用語である。すなわち、

浄瑠璃の起源 とされる 「十二段草紙(浄 瑠璃姫物語)」がそうであるように、最初十二段で構

成され、古浄瑠璃時代 には六段が主流 となった。井上播磨掾、宇治加賀掾 らにより、延宝(1673

196



第14章 義太夫節の音楽構造と文字テクスト(山田)

一1681)ご ろか ら京坂では五段が中心になった。 さらに竹本義太夫や近松門左衛門によって、

五段組織が完成 された。近石泰秋による と、厂古浄瑠璃は、後の浄瑠璃 と比較すると明 らかに

まだ物語的であって、いまだ完全に劇 とはいい切れない点が多々ある。その最 も著 しい点は

演劇 としての時 と場所 との認識が極めて曖昧であるということである。一篇 を通 じて、十年

二十年の時間的経過のあることは極めて普通であり、時には親子世代が変わる長年月にわた

る場合す らある。 これはまだ許せ るとして一段中に一年二年を経過することも少なくない。

従って この点 を取ってみれば物語 と何等変わることはないのである。また一段中に場所 を自

由に変えて小場面が多数にならぶということも普通のことである」(近石1961:14-15)と いう。

また、「五段型式になってか ら一段中の場面転換が非常に少なくなってきたことが明 らかであ

る。一篇の分量 は後になるほど少 しつつ増加 してい くのであるから、一段中の場面数が減少

するとい うことは一場面の分量が増大することを意味する」(同前:16)と いい、これが六段形

式時代 と五段形式成立時代 との著 しい差異であると述べている。

宝暦六年刊の 『竹豊故事』に 「筑後翁答 えて日、是 を五段に綴るは能の番組に同じ、初段

は脇能、弐 は修羅、三 は葛事、』四は脇所作、第五 は祝言也」(芸 能史研究会編1975:28)と あ

るように、五段組織の成立には、能の五番建の番組の影響があると考えられている。典型的

な五段組織 は、初段 は禁廷や寺社の場で、事件の発端が示 され、二段は山場 につなが る事件

がおき、三段 は敵に打ち勝つための主人公の悲劇で、時代物でも世話風に設定され ることが

多い(義 経千本櫻三段 目切 〈鮓屋の段〉な ど)。四段 は冒頭に道行が置かれ、前段の悲劇から

観客の気分 を一新させる。その後主人公側の努力 によって、事件の解決の方向が示される。

五段は大団円。 こうした劇の構成 に応じて節付けや演出が定められる。

場

五段形式の各段 は、五段 目を除き2、「端場」と 「切場」で構成され る。この 「場」という用

語は、場面、場所 とい う意味 と、語 り手の持ち場(語 り場)と いう両方の意味がある。つま

り、端場 は各段の始 めの部分、戯曲の導入部で若手 の太夫の持ち場を意味し、切場 は各段 の

後半の山場の部分 をい うと同時に格 の高い太夫の持 ち場を意味する。義太夫節の初期のころ

は太夫の人数が少なかったこともあり、すべての切場を座頭格の太夫が一人で勤めた。播磨

少掾(二 世竹本義太夫)以 後 は太夫の人数 もふ え、次第に別々の太夫で分担するようになっ

たが、各段 の切場 としての節付けの様式 はより明確 に区別 されるようになった。各段 を場面

により三つに分 ける時、それぞれを 「口」、「中」、「切」 といい、 この口 と中を切場 に対 して

端場 という。初段の口、中、切はそれぞれ、「大序」、「序中」、「序切」と呼び、大序 はひ とつ

の浄瑠璃全体の導入部 として特別な音楽形式 をもっている。なお、切場か ら独立 した場面で

あると同時に、内容上 も切場 に対 しやや独立 したス トーリーをもつ端場 を 「立端場」と呼ぶ。

た とえば、「義経千本桜」の三段 目口 〈椎の木の段〉や、「菅原伝授手習鑑」の三段 目口 〈車

曳きの段〉などが立端場の例である。切場が太夫の持ち場 によりさらに分割される場合(た
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とえば、切 〈寺子屋の段〉の口 〈寺入 りの段〉など)に は、その最後のみが切 といわれ、切

の口は端場 である。

この、場面がかわる時には、通常 「三重」 という旋律型が用いられ、その時は演奏者 も交

替するが、場面が変わ らず、演奏者だけが交替する時には 「オクリ」 という旋律型が用いら

れる。 しか し、オクリという旋律型は登場人物の退場の際 にももちいられ、オクリがあれば

必ず演奏者が交替するというわけではない。切場の終わ りは、「段切の旋律」という旋律型で

終結す る。また、世話物は時代物ほど入 り組んだ筋立てをしないため、上中下の各巻(又 は

上下の二巻)は それぞれ一場面 しかない場合が多 く、各巻の最後は三重で舞台転換 し、全巻

の最後のみ段切の旋律で納める。

以上が一般的な原則であるが、実際には興行的な理由により、もっと複雑な様相を呈する。

すなわち、太夫数が増加す るに従って、それぞれの太夫に適当な役場をつけねぼならなかっ

たか ら、従来一人で語った段 を、二、三人で分割する方法が とられた。そして、分割 した小

単位 もまた段 と呼んだ。従って、一口に段 といっても、五段単位の段、舞台単位の段、演奏

者単位の段 というように、大 きさの違 う単位をみな段 と呼んでいるのである。音楽的な区切

りでいえば、五段単位の段 は、段切め旋律で終わり、舞台単位 は三重で舞台転換 し、演奏者

単位はオクリで交替するが、本来交替 しない所で演奏者が交替する時は、「フシ落チ」という

段落旋律 をオクリに変えて行 うときもある。伝承過程で生 じた構成の分割のしかたは一応は

定着 しているが、最近は従来一人で語った切場 を二分することも行われている。た とえば

1998年 文楽11月 公演の通 し狂言 「仮名手本忠臣蔵」では、九段 目の切場 〈山科閑居の段〉を

本蔵の出か らわけて、二人の厂切場語 り3」が語った。演奏者 の体力 を考えてのことらしいが、

音楽的 まとまりを欠 くといっても過言ではない。 また、通 し狂言 としながらも、全段上演さ

れたわ けではな く、上演された段のなかにもテクス トが部分的に省略された り改変 されてい

る場合 もある。

このように、上演時間や演奏者に役場 を与えるといった興行的制約が、劇 の構成 にも影響

を与えてきた、 というよりも、劇の構成や音楽構成 よりも優先 されたといっても過言ではな

い。しかし、舞台で上演されることがこの芸能の生命であることを考えれぼ、 こうした上演

形態の流動性をマイナスと捉 えないで、これ こそが義太夫節が舞台芸術 としていまだに生 き

ている証 と捉えるべきであろう。

2.2「 語 り物 の 分 節 法 」 に お け る 義 太 夫 節 の 対 応

横道萬里雄は、語 り物音楽 には積層性が認められることを指摘 してお り、薦田治子も平曲

における積層性について論 じている(薦 田1993)。 積層性 とは小さな構造単位が積み重なって

より大 きな構造単位 を形作 り、それが更 に積み重なって更に大 きな構造単位 を形成 し、その

結果全体が出来上がることをいう。横道 は、能の積層構造から出発 し(横 道1960)、1998年
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度国際 日本文化研究センター共同研究 「日本の語 り物 一 口頭性 ・構造 ・意義」において、

他の語 り物や楽劇にも共通 して適応することが可能 な 「語 り物の分節法」を提示 し、平曲 ・

能 ・義太夫節 ・歌舞伎のモデルを示した4。義太夫節の分節法のモデルは以下のようなもので

ある。

通本 物語世界全体。

乃段 初段から五段 目の各段。世話物の場合、各巻。

乃折 端場 ・切場などの各場所 ・場面(三 重)で の区切 り。

口、中、切、跡が 場面の区切 りと一致する時、それぞれが 「乃折」 となる。切場 を

一人で担当する時は 「乃折」が演奏者の単位 と一致する。実際にはこの単位 も 「段」

と称する。

乃齣 語 り手の持ち場による区切 り。事件での区切 りと一致することが多い。

たとえば立端場や切場が細分されるとき、各語 り場が「乃齣」の単位 となる。 ここで、

演奏者の区切 り(オ クリ)と 一致する。 この単位 も 「段」 と称する。筆者は、演奏者

の区切 りと一致するこの単位 を 厂曲」 と呼んでいる。

(乃齣)一 たとえば、ク ドキ、物語など。横道 は、当論文集の 「楽劇の諸種目に共通する

分節法の試み」においては、 この構造単位 を割愛 している。 もう一つ大きいレベルが

今回の論文では 「乃齣」 という名称 になったので、名称が重複することになったが、

筆者はこの構造単位 も考察の対象 とした。蒲生郷昭はこのレベルの単位を「楽節」(蒲

生1990:55-89)と しているが、ク ドキや物語にはある程度音楽的類型性や まとまりが

考 えられても、それ以外のこの構造単位 に音楽的類型があるかどうかは、現時点では

不明である。 もし音楽的類型性が認められないとしたら、この単位 は文学的な分節 に

なると思われる。つまり、義太夫節においては、 この単位はテクス ト構成 と音楽構成

の整合性が見いだしにくい。

乃件 フシ落チ等段落旋律 による区切 り。つまり一曲中の音楽的区切 り。 この単位 は

区切 りの基準は明確である。 しかし、フシ落チが節付 けされる部分のテクス トは必ず

しも言い切 りの文章ではなく、次へ繋が っている場合も多い。その場合、文学的には

段落 とは考えにくいので、 ここで もテクス ト構成 と音楽構成の間にはすっきりとした

整合性はない。一曲の最初のフシ落チが現れるところまでの 「乃件」を 「マクラ」 と

称する。切場の最後の 「乃件」 を 「段切」 と称することが多い。しか し、曲によって

は、音楽的には 「段切」であって も、 さらにフシ落チが現れ ることもある。

これ以下の分節法 も義太夫節では今後 の研究課題である。七五調のテクス トが多いのは事

実だが、その七五一句 という詞章の区切 りと音楽的区切 りが一致するか どうか という点 も疑

問がある。 また、一息で語 る単位をフレーズとして区切 るという平曲で用いる分節案(薦 田

1993)に ついて も、義太夫節では適応で きない と考える。義太夫節 は息の使い方 は極めて巧

みであ り、音 は切っても息は継いでいない時 もある。また、演奏者によって切 り方も異なる5
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ので、息継 ぎが分節の客観的基準にはできないのである。平曲のように、一息で語る単位が

明瞭でその息継 ぎの ところで琵琶を弾 くとい うのは、語 り方が比較的単調 になる。義太夫節

では端場のマクラにおいて、七五調一句の区切 りで三味線が入 るとい うことがあるが、それ

は端場はわざと 「さらさらと」単調に語 るための節付 けのしかたなのである。またそれは、

切場 との対照で意識 してされることであ り、逆にいえぼ、切場 はそうした単調 さを避 けるた

めに音節の区切 り方は様々に工夫されてお り、それがいかに意識 されているかがわかる。筆

者の場合 は、詞章や息継ぎ(音 の切れ方)や 三味線の入 り方を総合的に考 えて音楽的まとま

り(フ レーズ)と して区切 ることにしている。

2.3音 楽 構 成 と構 成 ・段 落 機 能 を もつ 旋 律 型

大序の音楽形式

前述のように、浄瑠璃一篇の導入部である初段の口 「大序」には、特別の音楽形式がある。

それは、「ソナエ」 という三味線の旋律型ではじまり、「序詞」で語 りだし、マクラの段落旋

律 は 「大オロシ」 という旋律型が くるという形式である。大序の終わ りは 「大三重」で終わ

る。井野辺潔による6と、 この形式は、大序の儀式的性格 に基づいた、定式的な構造(真 の序

という)で 、中世の語 り物以来の伝統のうえに立って、筑後掾によって完成 され、元文の こ

ろまで極めて厳格に守られた という。 しかし、多段組織があらわれはじめる寛保 ・延享 ごろ

から、次第 にこの形式は崩れだし、「地」や 「謡」などではじまる大序が増加 しはじめた。 こ

うした大序 の形式が変化 した原因は、本来大序は座頭格の太夫が語る重い場であったのが、

種々の興行的理由で若手の太夫が語る軽い場 に変わっていったためである。現在は通 し狂言

の上演が少 ないため、大序が演奏されるのは数曲しかない。「忠臣蔵」の大序 は初演のとき「地」

で節付けされていたが、その後 「序詞」で上演するように変化 していたのを、二世豊澤團平

が原作の節付けに戻 し(井 野辺1991:103)、 それが現在定着 している。1998年 文楽11月 公演

でも 「地中」で演奏 されており、「序詞」は最近ではほとんど聞 くことが出来ない。

構成 ・段落機能 をもつ旋律型

「三重」 と 「オクリ」

前述のように場面転換にもちいられる旋律型は三重がある。その場合詞章 は前の場 と次の

場で割って演奏される。た とえば前の場の終わ りの三重が 「踏み立ててこそ」で終わると、

次の場の語 り出しの三重はその続 きの詞章 「かけりゆ く」で始 まる。 この前の場の終わ りの

三重に対 し、次の場の始めの三重 を三重返 しというのが伝統的な用語であった と、井野辺潔

は述べ7ている。

オクリは演奏者の交替に用いられ、三重 と同様に詞章 は割って語 られる。次の場の始めの

オク リをオクリ返 しとい うのも同様 である。ただ し、オクリは単に人形が退場するときにも

用いられるので、曲が伝承されていない場合 は注意を要する。 また、人形の退場にも関わ り
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ないオクリもある。田中悠美子はこれを 厂曲調変化」のオクリ(田 中2001:53)と いっている。

この場合のオク リ(小 オクリやウオクリなど)は 構成機能のない、一旋律型 ということにな

る。

「フシ落チ」

一つの曲を段落 に区切って行 くときの 目安 となる段落終止機能 をもつのが フシ落チであ

る。記譜 は 「フシ」とだけされ、特定の名称をもっている場合 も、その名称は記譜されない。

また、実際には 「ユ リ」という旋律型であった り、「オロシ」や 「オ トシ」とい う別の旋律型

も単にフシと記譜 される。一般的なフシ落チの語 り方は中音(二 の開放弦の音)へ 下降し、

三味線 もその最後の部分が定型化している。さらに、 このフシの中にも、「ハルフシ」のよう

に段落終止機能 を持たず、むしろ段落の冒頭に節付 けされ る旋律型 もある。角田一郎による

と、「浄瑠璃の文章は普通の文章のような段落性 をそなえていない。舞台上の進行の緩急 を考

慮 して作詞されるか ら、文法上の言い切 りをしないで長々 と文が続 くかと思えぼ、短い文句

で言い切 りの形がい くつも重なる」といい、翻刻する際の問題点であったのである。「そこを

打開 したのが文字譜フシを中心とする祐田善雄の段落論であった。」(角 田1991:591-592)と

し、『新 日本古典文学大系 竹田出雲並木宗輔浄瑠璃集』では、祐田説に従って段落を考 え改

行 している。祐田説は現在伝承 されている曲のフシの用法から、曲節の切れ目がつ くかつか

ないかを判断 したものであったが、その方法が現行でない作品にも適用されて、「フシ」の記

譜のある箇所 を文意 と見計 らって段落 にするかどうかを判断するという方法が とられて い

る。初演当時のフシの旋律 を探 る手だてはないので、まず現在のフシの用法を手がか りとせ

ねばならないのはやむを得ない。

3義 太 夫 節 の 「語 り物 」 と し て の 旋 律 様 式

3.1語 り物 音 楽 の 旋 律 様 式 概 念

義太夫節の語 り物 としての音楽分析を考えるにあたって、平野健次が提唱した 「吟誦 ・朗

誦・詠唱」(平 野1990)と いう概念 を検討 し、それが義太夫節の音楽様式に適応できるか どう

かを明確 にしたい。簡単にいえば、吟誦 とは最 も言葉に近いもので、朗誦 とは一音節一音で、

一定の音高(朗 誦音)を 中心 に語 る様式
、詠唱 とは、音節の引き延ばしが多 く、それが旋律

になっているもの と定義できるが、平野の説明をもとに、音楽的要素で表にまとめたのが《表

1語 り物音楽の旋律様式》である。平野は平曲の旋律様式をもとに語 り物の旋律様式 を考

察 しているが、他の語 り物 にも適応可能 として、義太夫節について も、詞の部分は吟誦、地

は朗誦 と述べている。

201



第II部 語 り物の構造一 音楽構造を中心に

《表1語 り物 音楽 の旋律 様 式》*粗 旋 律(薦 田1993)

騰 雲瓣 音高 一音節の単位拍 拍節 平曲の曲節 義太夫節の曲節

吟誦 不確定音 一拍 不等時価(無意 素声 詞

識的等時価)

朗誦 朗誦音(上 下に 一拍 不等時価(無意 口説など 地

テリトリー)識 的等時価)

朗誦的詠唱 朗誦音の支配 一拍 不等時価 折声など

詠唱的詠唱 旋律(*粗 旋律)多 拍 不等時価 三重など

3.2義 太 夫 節 の旋 律 様 式

義太夫節の旋律様式概念 について、江戸時代の稽古手引書などを見ると、宇治加賀掾の『竹

子集』以来の 「詞 ・地 ・地色 ・色 ・ふ し」という区別を受け継いでいる。 しかし、「三重」 と

「オク リ」が 「地」のなかに入 るのか入 らないのか、「ふ し」というのは一般的な旋律(メ ロ

ディ)の ことなのか、段落旋律 「フシ」のことなのか(そ の場合、節章ではカタカナで表記)

がはっきりしない。 こうした概念規定のあいまいさは、現在の諸説において も相違点 となっ

ている。た とえば、長尾荘一郎は 『義太夫節の曲節』において 「義太夫節の曲節は、地 ・詞・

フシの三大基本曲調 と、三重 ・オクリによって構成されている」 としている。 これに対 し、

井野辺潔は、《図1》 のように、まず、「詞」 と 「地」に二大別し、その中間に 「色」がある

《図1義 太夫の音楽構造 井野辺1981:77》 より

とする。「詞」 と 「色」の中間に 「序詞」「詞 ノリ」が位置 し、「色」と 「地」の中間的性格 を

もつのが 厂地色」ということであるが、「地」は 「地色」 と 「節」 と 「狭義の地」に分けられ

るとしている。狭義の地のなかには、段落旋律 としてのフシや三重やオクリやその他の義太

夫節固有の旋律型 も含 まれると規定している。それに対 し、「節」は義太夫節以外の芸能から

借用した旋律型 としている。そして、図の上(詞)か ら下(節)へ 行 くに従 って、音楽的に

なると述べている。筆者 もこの考 え方を踏襲 してきたが、漢字表記の 「節」が借用旋律 とす
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るのは、カタカナ表記の 「フシ」 との区別が紛 らわしく、あまり用語 として適当でない と考

える。 また、多種多様な芸能の旋律 を借用しているので、地 より節は音楽的 とはいえないも

の も多い。また 「地」 と 「地色」の区別 も実際にはそれほど明確ではない。

筆者 は 《図2義 太夫節の音楽様式》のように、音楽性のない 「詞」 と何 らかの音楽性が

《図2義 太夫節の音楽様式》山田智恵子作成

蹴 ∴,
黼

一嚶∵よ
翫

*括 弧内の数字は「封印切の段」の例

ある 「地合」に二大別し、「地合」をさらに旋律型 と旋律型以外に分けたい と思 う。旋律型は

義太夫節固有のもの と、義太夫節以外の芸能からの借用旋律型がある。義太夫節固有の旋律

型は、三重 ・オク リ・フシなどが含まれ、それぞれ名称 を持っている。旋律型 というのは、

義太夫節固有のものにしろ、他からの借用にしろ、ある程度の固定性をもつ と規定できる。

〈封印切の段〉の音節数で、詞、旋律型の割合を調べた結果8、旋律型は全音節数の11%に す

ぎないのであって、一曲の全体からすると約一割であった。 この曲には、途中に 「二上 り」

の 「サワリ」(義 太夫節以外の音楽を引用する部分)が あるが、その部分 も全部旋律型に含め

て約一割 なのである。詞の部分の音節数 は全体の34%、 それ以外の部分は地(ハ ル ・ウ ・中

な ど)や 地色や色 とされていて、固定性が低い部分である。 これが全体の55%を 占めるので

ある。この割合は曲によっても異なると思 うが、いくつかの曲を採譜 した結果から考 えると、

やはり、詞以外の何 らかの音楽性のある部分地合のなかで、旋律型の占める割合はかな り低

い と考 える。 しかし、従来 は、旋律型 についての記述が 「節尽し」 として多 く書かれてきた

ため、義太夫節の地合は旋律型 を組み合わせて出来ているような誤解 を与 えてきた ように思

われ る。 もちろん、旋律型のなかには、その名称が忘れ られたものや名前のないものもある

か もしれない。しか し、伝承 されている旋律型から考えると、旋律型 というのは五音節 とか

七音節、あるいは七五一句の一二音節 というように限定されている場合が多いので、仮 にそ

のような ものがい くつか加わっても、一曲全体からすればやはりそれほど多 くはならない と

考える。つまり、義太夫節の地合は大部分が固定 されておらず、流動的な要素が多いのである。
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3.3義 太 夫 節 に お け る語 り物 の 旋 律 様 式 を もつ 曲 節

前述のように、平野は語 り物の旋律様式 について、「吟誦 ・朗誦 ・詠唱」の概念 を定義 して

いるが、義太夫節が語 り物 としてその概念 とどのように対応するのか考察し、その結果 を《表

《表2義 太夫節における語 り物の旋律様式をもつ音楽様式》

分類基準 文学的特徴 音楽的特徴 構成上の特徴

噸'畿 名 詞章内容 声 三購 位置.順 序
朗誦

・音声表現 は一定でない 原則的に無 し _

嫐 詞 会話 儲 により・覯 の差が大(メ リヤス入る 膨 譜 切
きい こともある)

華)伸ミ轡 三砂 〉ナ:ll㌶ 子(　 一 蝦 ラ'段切

鞭 輸lll鋸:裏 軈 蘿飜 馴一 謙 切

一1講 繍1欝 幡 一1劉 ヨ宣

初段(大 序)の

一 故事 ・ことわざ。一 ・一本調子 句切 り毎 に一 冒頭。三 味線序詞

方的喧 うように。.不 確定音 音 の 「ソナエ」の

後。吟誦

一件瀦 した後の種
.不確定音 言駕 既2ク ライマック

詞 ノリ 明か しな跳 独 白的 .鮠 識 的等時価 音節 ごとに入 スの後 段切

内容が多い・ る)の 近 く・

地の文か ら詞へ の移

行部分。(五文字、た ・不確定音 色 ドメの手

色 ちよって等)膨 謂 切

中間 獵 の鰭 き'・不確定音 贈 鰯 よ

地色 会話文 の一翫 切迫.不 磁 音 暗 高の明確 な音'詞 ノリに似た手 マ クラには少

地 禦 容の地の文の 力糀:鞴 羅 音 ない

魏色 状醐 の糠'攣 郷 鷲 盲鞄 暮しの前;ζ二飜
動)多 い。

朗誦

長地 状況説明の凱 二驪 を輙 、ほ1ま一音譱 皇聖躍 曲の前半に多
_立__立 い ・日

、 一 日
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2義 太夫節における語 り物の旋律様式をもつ旋律》にまとめた。分類基準の境界線を点線

にしたのは、義太夫節の場合、平 曲ほど 「吟誦 ・朗誦 ・詠唱」の音楽的区別が明確でない と

考えたためである。義太夫節では、「ことば」から次第に音楽的旋律になってい くその中間的

段階が多様であ り、その段階は 「グラデーション」のように緩やかに次第に変化 してい くよ

うに思われる。

平野 は義太夫節の 「詞」は吟誦であるとしているが、筆者は吟誦ではなく演劇的セ リフで

あると考 える。それは、義太夫節の詞は、演奏者の解釈により間・テンポなどが異なるため、

一定の音声表現 としての吟誦 とは異な り
、演劇的セ リフに他ならない と考えるからである。

それに対 して、表現の しかたが様式的になった詞 として、厂ヨミクセ」「狐詞」「侍詞」な どを

考えた。 これは、演劇的セ リフよりは定 まった音声表現をするが、やはり 「吟誦」 までには

至っていないと中間的段階 とした。筆者が義太夫節 における吟誦 と考 えるのは「序詞」と「詞

ノリ」(譜 例1)で ある。 この二つの旋律様式は、音高は不確定だが、三味線が入って くるこ

とによって、ほぼ一定の音声表現 をす るので、吟誦の概念 に近いと考 えた。

譜例1詞 ノリ(吟 誦の例)〈 義経千本桜三の切 鮓屋の段〉

演奏 八世竹本綱大夫、竹澤弥七 音源 ビクターレコー ドJL51

採譜 山田智恵子

義太夫節の地合 には、確かに朗誦音 ともいえるある音を中心に、シラビックに語 る朗誦的

旋律(譜 例3)が ある。 ところが、その朗誦的旋律 はそれほど多 くあるわけではない。それよ

りもむしろ、朗誦 と吟誦の中間的段階の旋律のほうが多いのではないか と思う。それは、声

のパー トの音楽的特徴 として、不確定音 と音高がはっきりした音が混在する、あるいは 「詞

ノリ」 よりは音楽的な音高が捉 えやすい旋律 となっている場合である。これ らの場合の節章

は色、地色、地な どであり、平曲のように、 どの曲節 と限定されるわけではない。 この吟誦

と朗誦の中間的旋律(譜 例2)は 、三味線が声のパー トの音高 と関わ りない、決 まった手を

弾 く場合が多い。

以上の結果から考察す ると、義太夫節において語 り物の旋律様式をもつ旋律 は、ほとんど、

三味線が声のパー トの旋律 に関わ らない場合 と考 えられる。つまり、三味線が弾かないか、
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譜例2地 ウ(中 間の例)〈 菅原伝授手習鑑二の切 道明寺の段〉

演奏 四世竹本越路大夫、二世野澤喜左衛門

音源 『日本古典音楽大系第五巻義太夫』レコード(講 談社)

採譜 山田智恵子

,、

譜例3地 中ウ(朗 誦の例)〈 一谷嫩軍記三の切 熊谷陣屋の段〉

演奏 八世竹本綱大夫、竹澤弥七 音源 昭和34年 放送テープ
滋

または語 りの前に一音のみあるか、詞ノリの手や色 トメのような決 まった手(三 味線の旋律

型)を 弾 くか、単に三の開放弦の音 を弾 くなどの場合が多いように思う。 これは、井野辺が

いうよう9に、弾き語 りによる古いタイプの語 り物的な伴奏のしかた と考えてもいいかもしれ

ない。しか し、三味線が声のパー トの旋律に関係 して弾かれる場合 は、語 り物の旋律様式概

念では規定することができない。義太夫節には、詠唱的旋律 もあるが、その場合 も、平曲の

ように長々 とメ リスマティックに語 るわけではなく、旋律 の一部のみであった り、短 くその

音楽様式が変化するため、 どの節章が詠唱 とは断定できない。つまり、義太夫節の場合 は、

平曲のように、ある旋律様式がひとつの小段落じゅう続 くということはな く、非常に短 く変

化 し、三味線 も声のパー トの旋律に深 く関わ る。また、語 り物ではない三味線音楽 において、

声 と三味線の関係性 を示す 「付かず離れず」になる場合 も多い。義太夫節の地合は、非常に

複雑かつ多様な音楽様式を示 しているということができる。

4一 ・曲の 音楽 構 成

義太夫節の一つの曲が どの ような音楽構成 となるかを、〈封印切の段〉で考 えてみた。この

曲を例 としたのは、井野辺潔がある特定の演奏を元にした節章 を記したテクス トを作成して
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い る た め で あ る 。 そ の 詞 章 ・節 章 は 、 演 奏 者 に 確 認 し た 上 で 記 さ れ た も の で 、 現 段 階 で は 最

も音 楽 の 実 態 に 近 い テ ク ス ト と 考 え ら れ る 。

そ の 結 果 《表3〈 封 印 切 の 段 〉 の 段 落 構 成 》 で 示 し た よ う に 、 フ シ な ど の 段 落 旋 律 で 区 切

る と31の 乃 件(小 段 落)に 分 節 す る こ と が で き る 。 節 章 と し て は 「フ シ 」 で あ る が 、 実 際 に

は 「三 ツ ユ リ」 で あ る 場 合 な ど は そ の 両 方 を 示 し た 。 し か し 、 第10段 落 の フ シ や 第20段 落

の フ シ は ほ と ん ど段 落 感 が 感 じ ら れ な い の で 、 点 線 と し た 。 ま た 、 フ シ が 節 付 け さ れ て い る

詞 章 も、文 章 と し て は 言 い 切 り に な っ て い な い も の も あ る 。乃 件 と い う段 落:が い く つ か 集 ま っ

《表3〈 封 印 切 の 段 〉 の音 楽 構 成 》

中段 落 小段 落(乃 件)音 節数 時 間 初 めの 詞章(節 章)～ 最 後 の 詞章(節 章)

1マ ク ラ ① マ ク ラ1413'05"え いえいえい(歌)～ さらさ、禿が、知るべして(フ シ、景事風

三ツユリ)

② 第ニ マ ク ラ4849"橋 がかけたや(地 ウキン)～ 恋の淵(フ シ、景事風三ツユリ)

II梅 川 の 憂 い ③ 梅 川 出4844"身 の憂きしおで(地 中ウ)～ 島屋をちょっと、 島隠れ(フ シ)

④ 梅川 越 後 屋 へ1001'12"も うし清さん(地 色中)～ 明くる朝の、形見かや(フ シ)

⑤ 拳 をす る朋輩1981'49"さ てもようござんした(詞)～ 鳴渡瀬さま(フ シ)

⑥ 梅 川二 階 へ8332"ア ーレ梅 川さん(詞)～ 言いければ(フ シ)

⑦ 梅 川愚 痴1541'53"ア アうたての酒や(詞)～ 言い延ばし(フ シ)*丸 本はフシでは

ない

⑧ 〃1221'59"今 日まではつながりしが(カ カル)～ 身でもなし(フ シ)*丸 本

はフシではない

⑨ 〃1441'48"さ もしい金に(地 色ウ)～ 連れて涙 を流せしが(フ シ)

III劇 中 浄瑠 璃 ⑩ 夕霧 浄 瑠 璃3946'36"ア アいこう気が めいる(詞)～ 誠そや(中 フシ)*途 中フシオク

リあり(二 上り)

⑪ 〃1061'22"逢 うこと叶わぬ(ウ)～ ナヲス(本 調子)～ 酒も、 白けて、醒め

にけり(フ シ)

IV八 右 衛 門 と ⑫ 八右 衛 門 出3372'10"中 之島の八右衛門(地 色ウ)～ 皆々(オ クリ)座 敷 に、 出でけ

忠 兵 衛 の や れば(フ シ)

り と り ⑬ 一 同心 配1751'08"ヤ ア千代 歳さん(詞)～ 皆気を配る、折節に(フ シ)

⑭ 忠兵 衛 出11655"忠 兵衛 は世 を忍ぶ(地 色ウ)～ 漏るるぞ仇 の、初めなる(フ シ)

⑮ 八右 衛 門 暴露6714'07"か くし知らねば(地 ウ)～ 声 を、隠 して、泣きいたり(フ シ)

⑯ 忠兵 衛 怒 り2031'14"短 気 は損気の(地 色ウ)～ 心を、知らぬぞ、是非 もなき(フ シ)

⑰ 八右 衛 門 忠 告8632"八 右衛:門(地 ハル)水 入取 り上げ(色)～ ご推量(フ シ)

⑱ 〃3633'18"こ の次は段々に(詞)～ 悶え、伏したる、苦 しみを(フ シ)

⑲ 一 同、 同 情8342"下 には各々推量 して(地 中ウ)～ 禿も袖を、絞りけり(フシ、三

ツユリ)

V封 印 切 ⑳ 忠兵 衛 封 印切 り9474'39"忠 兵衛元来悪い虫(地 ハル)～ 腕まくりして、ぎしみあう(フシ)

VIク ドキ ⑳ 梅 川階 下 へ871'15"梅 川 涙に(地 色ハル)～ 声を、あげて、泣きけるが(フ シ)

⑳ 梅 川 ク ドキ591'09"情 けなや忠兵衛 さん(地 ウ)～ ある習い(フ シ)

⑳ 〃3737'28"こ この恥 は耳5ならず(地 中)～ 露おき添うが、如くなり(フシ、 中

落 シ)

WI身 請 け ⑳ 梅 川 を身 請 け3391'23"忠 兵衛気も有頂天(地 色ウ)～ 夢の間の、栄耀 なり(フ シ)

⑳ 〃12939"サ ア今の間に(地 色ウ)～ 引き連 れ走 り、出でにけり(フ シ)

⑳ 一 同退 出1531'14"八 右衛門はすまぬ顔(地 色ウ)～皆宿、々 へそ、帰りける(オ クリ)

⑳ 急 ぐ忠 兵 衛17456"忠 兵衛は気をせいて(地 ハル)～ 小判の利きぞ、応えける(フ シ)

⑳ 忠兵 衛 告 白3792'14"サ アサアこの間に(地 色ウ)～ 声も涙に、わなわなと(フシ、三

ツユリ)

⑳ 心 中 の決 意2822'22"そ れ見さんせ(地 ハル)～ むせ返りてぞ、嘆きける(フ シ)

皿 段切 ⑳ 段切6433"越 後 主従立ち帰 り(地 ハル)～ 夫婦は、わな、わなと(フ シ、

三ツユリ)

⑳ 〃1471'58"さ らばさらばも(地 ウ)～ 任せて、オーン、出でて行く(三 重、

ユリ三重)
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た 構 造 単 位 は八 つ に分 節 した が 、 これ は物 語 の 内 容 に よ っ て分 節 し た もの で 、 音 楽 的 に も一

つ の ま と ま りが あ る と考 え られ る の は厂マ ク ラ」 「劇 中浄 瑠 璃 」 「ク ドキ」 「段 切 」の み で あ る。

この よ う に 、 実 際 の 曲 を例 とす る と、 大 小 さ ま ざ ま な 多 くの 段 落 が連 結 し て い る こ とは認

め られ るが 、 そ の 段 落 が い くつ か あ つ ま っ て そ れ よ り大 きい 単 位(中 段 落)を 形 成 す る こ と

に お い て は、 現 時 点 で は音 楽 的 な法 則 性 は見 つ け られ な い。 また 、 前 述 の よ うに 、 乃 件 以 下

を さ ら に小 さ く分 節 す る に は、 筆 者 は まだ 客 観 的 基 準 が 設 定 で き て い な い 。

5お わ り に

義 太 夫 節 の音 楽 構 造 を考 え る に あ た っ て 、横 道 、 平 野 の基 準 を用 い た が 、 義 太 夫 節 は 中 世

起 源 の 語 り物 で あ る平 曲 や 能 とは異 な り、 どち ら の基 準 か ら も逸 脱 す る部 分 が大 き い こ とが

わ か る。 つ ま り、 語 り物 的 積 層 性 や 語 り物 的旋 律 様 式 で は捉 え き れ な い の で あ る。 そ う した

整 然 とした 構 造 を うち 破 り、 一 言 一 言 の言 葉 に即 し て ダ イ ナ ミ ック に変 化 し流 動 す る と こ ろ

に 、 義 太 夫 節 の 本 質 が あ る の で はな い か と考 え る。 しか し、 変 化 し流 動 す る とい っ て も、 そ

こ に は 「緩 や か な規 範 」 が あ り、 義 太 夫 節 の 音 楽 的 ア イ デ ン テ ィ テ ィ は保 た れ て い る と考 え

る 。 そ う し た 「緩 や か な 規 範 」 を明 らか に す る こ とが筆 者 の 今 後 の研 究 課 題 で あ る。

〔注〕

1た とえば、渥美か をる 「浄瑠璃 の詞章 と曲節 との関係 初期 より義太夫 出現 に至る迄 の」(『近世文芸』創

刊号 昭和29年)や 、 同じ く渥美か をる 「曲節」(『国文学 解釈 と鑑賞』昭和32年1月 号)、 さらには、

近石泰秋 『操浄瑠璃 の研究 その戯曲構成 について』(!961風 間書房)同 『操浄瑠璃 の研究 続編』(1965

風間書房)、 祐 田善雄 『浄瑠璃史論考』(1975中 央公論社)な どが、音楽的考察 には参考 になる。

2五 段 目は、 ご く短いのが一般的で、たいていは一場面 である。二、三場面 に分かれている時 も、端場・切

場 とはいわない(山 田1977:69)。

3切 場 を語 る技量のある太夫で、番付面で、名前の上に 「切」の字 を許された太夫の ことをい う。 曲が切場

であって も、 「切場語 り」 でない太夫が語 る時は、番付 ・口上では 「奥」「後」 などとい う。

4横 道萬里雄 は当論文集 においては、1998年 の語 り物共同研究会 ・音楽分科会 にお ける配布資料 の各分節名

称 を変更 している。旧モデルでは、「通本一乃段一乃場一乃折一乃齣一乃件」 というように6つ に分節 していた。

新モデルは、「通本一乃段一乃折一乃齣一乃件」 というように、「乃場」の名称 をやめ、「乃折」 と 「乃齣」の名

称が一つずつ大 きい単位名称へ とくりあがった。 「乃件」は同 じなので、結果 として下 か ら2番 目の構造単

位が割愛 された。筆者は各分節の名称 については当論文集の 「楽劇 の諸種 目に共通 する分節法 の試 み」 に

従 ったが、割愛 された分節 について も考察の対象 にしたので、配布資料時の ものを残 した。

5太 夫が演奏時 に使用する楽譜 「床本」には、句切 りを示す記号が 「句」の くず し字で示されている。 また、

その 「句切 り記号」よ り短い句切 りを 「チ ョイクギ リ」と称 して(岡 田1902:9)点 で記 す。 しか し、実際の

演奏では、いつも床本通 りに演奏 してい るわけで はないので、句切 り記号で区切 りを考 えることも難 しい。

6井 野辺潔1978「 浄瑠璃 の大序 その成立 と崩壊」『大 阪音楽大学研究紀要第16号 』。1991『 浄瑠璃史考

説』(風 間書房)に 再録0
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7井 野辺潔1971「 ヲクリ研究序説」『大阪音楽大学研究紀要第10号 』。1991『 浄瑠璃史考説 』(風間書房)

に再録。

8詞 ・旋律型 ・旋律型以外の地合の割合 を調べ る方法 として、時間的計測は不可能である。それは、旋律型

は、三文字 とい う短いテクス トに節付 けされ るものか ら、長 くて も七五の十二音節 までのものが一般的だか

らである。従 って、音節数で調 べることに した。促音・拗音 は一音 節 として計算 し、「これ」「まあ」 などの

間投詞 はテクス トの表記通 りの回数で数えた。そのため、テクス トは、井野辺潔がある特定の演奏 に基づい

て作成 した ものを使用 した。使用 したテクス トは次の ものであ る。井野辺潔1993「 浄瑠璃テキス トの試行」

『大阪音楽大学研究紀要第32号 』。 なお、 このテクス トは同氏1998『 日本の音楽 と文楽』に再録 されている

が、厳密 にみる と多少の相違がある。

9井 野辺潔1969「 『語 りもの』音楽 にお ける語 りと伴奏」東洋音楽学会編 『日本 ・東洋音楽論考』(音 楽之友

社)。 同氏1991『 浄瑠璃史考説』 に再録。

〔編者注〕

本稿で引用された横道萬里雄氏 の分節試案は、1998年7月 の共同研究会音楽分科会 において提案 された も

のに基づ いている。本論文集所載 の横道氏の分節案(155頁)は 、それ をもとに執筆段階で改訂 を加 えられた

ものなので、本稿 の理解 のため に、本稿 に引用 された1998年7月 時点での分節案 を示す。理解 の一助 とされ

たい。
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